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相互認証協定書

(財)日本環境協会 (住所：東京都中央区

を運営する中国環境保護部環境認証

間の相互認証協定」を締結しました

間中に行われた日中二国間会談後

部長（中国）の立ち会いのもと行

 

日中間では2005年に相互協力協定

関係を構築してまいりました。この

国における唯一の環境ラベル審査代理機関

本的な原則が合意されました。これまで

ます。今後、認証手順、運用規則

的な協議を経て、相互認証の運用

 

日中相互認証協定 調印式の様子

その他、エコマークの相互認証の

ます。 

＜本件に関するお問い合わせ＞
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(財)日本環境協会

エコマーク－中国環境ラベル 

相互認証協定書を締結 

東京都中央区、理事長：森嶌 昭夫)は、4月28日

環境認証センター（ＣＥＣ）との間で、「日本エコマークと

しました。調印式は、第 13 回日中韓三カ国環境大臣会合

会談後に、近藤 昭一・環境副大臣（日本）および

行なわれました。 

相互協力協定の締結以降、日中間および日中韓三カ国

この度の協定では、日中の二つの環境ラベル機関

審査代理機関であることを認めあう等、相互認証

これまで行なってきた相互協力の取り組みが実

運用規則、また相互認証の対象とする商品カテゴリの取

運用が開始される予定です。 

様子 

写真：調印式で握手

護部環境認証センター

（右）と（財）日本環境協会

夫理事長（左） 

（2011 年 4 月 28

 

 

 

 

 

の取組みは、http://www.ecomark.jp/sougo.html

※裏面に参考情報

＞  財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 

℡：03-5643-6255 E-mail: ecomark@japan.email.ne.jp
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日本環境協会 エコマーク事務局 

2011年 5月 13日 

  

日、「中国環境ラベル」

エコマークと中国環境ラベル

国環境大臣会合（TEMM13）期

および周 生賢・環境保護

国で様々な面で協力

機関が、お互いに相手

相互認証の実施に向けた基

実を結んだものといえ

取り決めなどの具体

握手をする中国環境保

センターの唐 丁丁主任

日本環境協会の森嶌 昭

 

28 日韓国・釜山） 

http://www.ecomark.jp/sougo.html からご覧いただけ

参考情報を掲載以上 

 普及・国際協力課 

mail: ecomark@japan.email.ne.jp 



[参考情報] 

エコマーク 

・ISO14024 に準拠する我が国唯一のタイプⅠ環境ラベル。財団法人日本環境協会

が自主的な財源に基づき 1989 年から運営。 

・ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を財団法人日本環境協会

が認定する第三者認定の環境ラベル制度。 

・2011 年 4 月末時点で、４７の商品カテゴリに認定基準が設定され、４，９７５商品が認定されてい

る。 

 

中国環境ラベル 

・ISO14024 に準拠する中国のタイプⅠ環境ラベル。中国環境保護部の委託を受け

中国環境保護部環境認証センター（ＣＥＣ）が、1994 年から運営。 

・2010 年 12 月時点で４０，０００商品以上（のべ２，１００社）が認定されている。 

 

今回の協定について 

・今回の協定は、日中の環境ラベル機関が、相手国の環境ラベルの審査(もしくはその一部分)を自

国の環境ラベル機関で行う相互認証の実施に向けた基本原則を定めたもの。 

・基本原則の主なものとして、相手国における唯一の自国の環境ラベル審査代理機関としてお互い

に承認するというもの。 

・今後のステップとしては、認証手順及び運用規則などの細則、相互認証の対象とする商品カテゴ

リの取り決めを経て、相互認証の運用が開始される。 


